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午後 2時 00分 開会

○下河辺委員長 それでは、定刻 となりましたので、第 8回の運営委員会をこれから始めたい

と思います。

本 日は、年末も仕事納めの当日という、ご出席いただいてお ります運営委員会の委員の方、

大変お忙 しいところお集まりいただきまして、感謝申し上げます。

本日は、     そして‐ ふお差し支えで欠席をされております。
本 日の議事は、お手元に資料の 1と してお配 りしております議題書のとおりでございますが、

本 日は、まず報告関係から始めさせていただきたいと思つております。.

前回の第 7回の運営委員会は、 3週間ほど前、12月 9日 に開催をいたしましたけれども、そ

の後、新聞等で東京電力並びに電力制度改革をめぐりましてさまざまな報道がなされてきてお

ります。

このような中で、昨日東京電力から当機構に対 しまして、機構法第43条に基づく資金援助

の増額、6,894億円余 りでございますけれども、の増額申請が行われまして、機構の事務局に

おいて昨日受領をしております。

これを受けまして、昨日の夕刻 といいますか、暗くなりました 7時でございましたけれど

も、所管の枝野経産大臣より、当機構の杉山理事長、東京電力の西澤社長、それと運営委員長

であります私に対してお呼びがかかりまして、 3名 で経産省のはうにお伺ぃをいたしまして、

枝野大臣よりご指示をいただいてまいりました。

その内容並びに、この間東電並びに電力制度改革をめぐりましていろいろな動きがござい

ますので、必要最低限のところを含めまして、       よりご報告を申し上げさせていた

だきます。

それではよろしくお願いいたします。            ン

61111 前回12月 9日 に運営委員会を開かせていただいて、その折りに総合特別事業計画

の考え方ということでご意見をちょうだいいたしました。その後、そこで一応コンセンサスが

あったのは、総合特別事業計画の基本的な枠組みとして、これは政府、政治、それから東京電

力、金融機関、それぞれですけれども、やはり1歩ずつリスクをとつて前に出て、大きなパッ .

ケージをつくらてぃって合意をするというところは合意をいただいたと思つています。

具体的に申し上げると、 1つは料金改定、これをなるべく早くやる、それから2つ 目に、資

本も含めたいろんな形での経営支援の資金、これは機構、それから金融機関それぞれがある程
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度 リスクを負つてやる。

それから3番 目として、東京電力が、今までの東京電力ではなくて、新 しいこうい う形を

目指す とい う絵姿を出す。

そ うい う3つ をパ ッケージにして総合特別事業計画をつくつていこうとい うことだつたと

思いますので:そ うい う枠組みについて、東京電力の トップと、これは非公式に、私どもレベ

ル、あるいは閣僚 レベルも含めて複数回調整が行われました。

それで、今現在の状況を申し上げると、 1つは経営支援の話につきましては、新聞には国

有化 とかいろんな話が出ていますが、公的資本を注入するあり方については、具体的に出日の

戦略をどうするか、いつまでも国有化 しているとい うことはあり得ない話でございますので、

なるべく短い期間、一時的にやるためにどうい う出日のや り方があり得るのか、それから議決

権 との関係をどうするのか、こういつたものが具体的な論点、これからの協議事項だねという

ことで、残つてお りました。これはまた年明けに議論をしていくとい うことになってお ります。

それからもう1つ の点は、先ほど申し上げたパ ッケージの うちの最後の 3つ 日の、新 しい

東電の絵姿というところでございますが、ここは今、安定供給のために相当無理 して設備を積

み上げたり、オペ レーションしているときに、どこまで新 しい東電の絵姿を出せるのか、安定

供給に差 し支えない範囲でどこまで出せるのかというところが論点になっていまして、これも

閣僚 レベルでは事務的にももう一度相談させようとい うことになっていますので、年末年始足

かけでまた議論 して、運営委員会にも適宜ご報告をしてご議論いただく、とい う運びにさせてい

ただきたいと思います。

それで、そのときには経営改革委員会、 トップレベル と委員長、理事長に出ていただくも

のですが、そこでもこの基本的枠組みを踏まえた論点について意見交換 していけという話も言

われてお ります。

そ ういつた水面下でのや り取 りを踏まえて行われたのがきの うの枝野大臣と東電・機構の

面談でございまして、前回ご説明いたしましたように、この紙で言 うと資料 4でございますけ

れ ども、損害賠償額の増加に伴つて追加資金の援助申請が出てきてお ります。合計で6,894億

円の賠償額の増額申請が出てお ります。

結論から申し上げると、枝野大臣は、きの うの段階では、一方で賠償資金が十分に支出さ

れていない、それからもう1つ は、150万 人の自主避難に対する費用で2,000億 ぐらいが入つて

いるのでこの6,894億 とい う金額になっているのですが、その150万人にどうやってお金を払 う
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のかという体制ができないまま金を積み上げるわけにはいかないので、そこをまずきちっと詰

めてくれという話になっておりまして、したがって=言で言 うと留保という形になつておりま

す。

それから、私ども機構としても、東京電力 と一緒に、今大臣からいただいた宿題をきちん

とつくつて、具体的には単に金額を変えるだけではなくて、この前ご議論いただいた緊急特別

事業計画の中身の変更、特にこの賠償部分についての変更、追加ということになると思います

が、それとあわせて、できた段階で大臣に認定をお願いするという運びになるものと思います。

資料 3のほう、「枝野大臣と東電・機構の面談概要」という、きのうのや り取 りをちょっ

とごらんいただきたいと思いますが、一部報道に出ていますが、大臣と私どもが今まで議論さ

せていただいている真意も含めてちょっと補足でご説明いたしますと、まず最初に、賠償手続

きが遅いという不満があるので、全額が被害者の方々に行くお金なんで、必要な対応はするけ

れども、一方で迅速化、賠償支払いの状況、こういうものを踏まえて最終判断したいというこ

とを言われています。     |

これは今ご説明したようなことが背景でございまして、したがって、年が明けて、とにか

く至急150万人に対する支払い体制というのを整備 しなくちゃいけないというのが宿題で残つ

ております。

あわせて、先ほどご説明した基本的な枠組みについての内々の、水面下での意見交換を踏ま

えて、枝野大臣が3月 の総合計画に向けて自分の基本的立場を申し上げておきたいと言つて、

3点言われたのは、第 1は、一時的な公的管理も含め、あらゆる可能性を排除しない総合計画

を早急に検討してほしいということをまず言われました。

それから2番 目としまして、ある種大義名分は、万全な事故処理と親身で迅速な賠償のため

に財務基盤を抜本的に強化することが必要なので、一時的な公的管理も含め、あらゆる可能性

を排除しない総合計画を検討 してほしい、これも宿題で出たことでございます。

それから2番 目に、料金の話で、値上げは電気事業者の権利だという考えが万が一にもある

とすればぜひ改めてほしい。東電という会社をゼロから再出発するという謙虚な心構えで総合

計画に取り組んでもらいたいということで、一部報道には、値上げに対して非常にネガティブ

に答えられたというふ うに出ておりますけれども、これは私どもが今まで大臣とお話 している

と、一番下の行ですが、料金改定は、新 しい東電に対する国民の信頼回復とセットでなければ

ならないというところに逆に真意があつて、先ほど申し上げたように、資金の支援とそれから
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値上げと、それから新 しい東電の姿、こうい うものを全部セットにして出していかないと国民

からなかなか理解が出ないので、それを 3月 の総合事業計画で目指せ:逆に言 うと、それがで

きればきちんと値上げは認めるとい う含意だと私どもは受け取つてお ります。

それから、 2ページロに参 りまして、総合計画には、 3月 10日 の東電に戻ることはあり得な

いので、新生東電の絵姿をわか りやすく盛 り込んでほしいという話も宿題 として出されてお り

ます。

あと、や り取 りが下河辺委員長、杉山理事長、西澤社長ございましたが、それはごらんいた

だくとお りでございます。

それから、ちょつと流れで、この紙とは直接関係ありませんが、今月起こつた話を 2つご報

告いたしますと、12月 16日 に冷温停止の宣言が出されまして、12月 21日 に事故対策の中長期の

ロー ドマップが出されました。

注目点は、ロー ドマ ップの中で将来幾らぐらいの費用が本当に必要になるのかとい う金額

が出るのかとい う点だったのですが、今回のロー ドマップではまだ出されてお りません。ただ

エネ調のほうでは、来年にかけて、ここはいずれにせよやはり金額をある程度出していかない

と計画的な事故処理ができませんので、それは何とかや りたいということを言つておるところ

でございます。

それから、12月 26日 、昨日に、避難区域の線引きの見直 しについての発表がございました。

50m S vと 20m S vと 3段階に分ける、それらを踏まえてさっきの増額申請が出ているわけで

ございます。

それから、ご報告の第 3番 目は、昨日あわせて電力改革の関係閣僚委員会がございました。

その場で、お手元に配つてあります 「電カシステム改革に関するタスクフォース論点整理」と

いうのが経産省から配 られたところでございます。

これ もきようの新聞には出てお りますが、ちょつとおめくりいただいて 2ページロです。

今回の震災でどういう問題が電力供給システムに生 じたのかとい う話から始まつて、タスクフ

ォースでさまざまに議論をしてきたということで、電力市場のあり方、あるいは欧米の電力供

給システム等々、ずつと書いて、最後に、必要があればまた後ほど詳 しくご説明いたしますが、

loページですが、論点という形で今後の議論 していくべき論点を 1か ら10ぐ らいまで挙げてお

ります。これは、今までの問題点を指摘する●方で、余 り教条主義的な話になると逆にこうい

う中長期的あるいは公益的な観点をどうするのかということで、非常にバランスをとつた形で
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書いた論点になっています。

それで、今後はこの論点整理を踏まえて、来年に総合エネ調の中でこの問題を議論する場

が多分できてくるというふうに伺つておりまして、これは日程はまだ言らてないと思うのです

が、多分 4月 ぐらいにとりあえずの方向性をまず一次的に出すという、そんな日程感で走るの

だと思います。

それで、これがきのうの関係閣僚会議で報告をされて、あわせて先ほどのロー ドマツプに

ついても提出されましたけれども、きのう実は大分議論がありまして、財務大臣と文部科学大

臣から、特に東電問題について、廃炉の費用、これをどうやつて国あるいは料金に乗せていく

のかということを考えていかないと、何兆円もかかる話をいつまでも東電に負わせていてもし

ようがないのじゃないかという議論がお 2人から出されました。

そこについては枝野大臣は、一方で余 りそれを最初から正面からやつて、事故の責任を全

部ユーザーに転嫁するのかという批判も浴びかねない問題なので、慎重に検討 していきたいと

いうお答えをされていました。

それから、 2つ 目に議論が集中したのは、原発の再稼働の話でございまして、ここはやは

り先ほどのお 2人から、とにかく再稼働できるかどうかというのは非常に重要な問題なので、

その問題についてきちんと議論すべきだという話がありましたが、そこは枝野大臣、細野大臣

から、それはもう全くトッププライオリティーの問題 として、自分たち自身も今取 り上げてい

る。ただこれは福井をどうするかとか愛媛をどうするかという、各地域の話なんで、余 り衆議

には付す問題 じゃないので、適宜またご報告しながらやらしていただくということで一応了し

ております。

ちょつと長くなりましたが、以上でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

ただいま らヽの報告につきましては、委員の方からご質問等があるかと思い

ますけれども、ちょつと後ほどいただくとして、ラ|き 続きまして、先ほど、昨 日の枝野大臣か

らのご指示の中にもありました今回の原賠の賠償が大変といいますか、ディレー しているとい

うことにつきまして、昨 日この原賠問題についての円滑化会議 というものが立ち上が りまして、

その第 1回姶 合洋 たれてお ります。機構釧 まうか引よ 却 当といいますか、‐ が

メンバーとしてご出席をされてお りますので、簡単に昨日の模様についてご報告をお願いいた

します。
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。‐ ■でござぃます。
昨日の午前、 8時半から10時 までですが、原子力損害賠償円滑化会議の第 1国会合 というの

が開かれました。出席は経産省の柳澤政務官、文科省の神本政務官、機構のほうから私 と執行

役員、それから東電からは山崎副社長 と広瀬常務 ということでありまして、さらに原子力損害

賠償紛争解決センターの野山室長も参加 されて、関係する主な機関が集まったとい うことであ

ります。

この会合では、東電のほうからは、原子力損害賠償の進捗状況について、またこの間の改善

策の取 り組みについての説明を受けました:今現在、個人につきましては対象が約 6万人、 6

万件ぐらいの うちのほぼ半分程度の方が損害賠償の請求書が東電あてに返されているというこ

とで、 3割、 4割台から徐々にふえてきてお ります。

問題点は、この損害賠償の請求書類の確認の体制が必ず しも十分でなかつたとい うこともあ

つて、滞留する案件があつたようでありますが、10月 の中旬からその改善策が取 り組まれまし

て、現在では、日標の、個人については 1日 1,000件 の請求書の確認作業が進められていると

い うことで、 12月 当初の 1日 600件 レベルからは数的には改善されている。その間のさまざま

な改善策の取 り組みの紹介がありました。

とはいえ、まだ全体の半数程度の方がこの請求の枠組みに入つてきていませんし、そ して

また、合意書の作成そして支払い、これをスピー ドアップすることについてさらにいろいろな

取 り組みを東電の側でされるとい うことで、また次回会議でもその進捗状況の報告を受けるこ

とにはなってお ります。

それから、原紛センター、ADRの ほうからは、さまざまに要望が被災者のほうから出され

ているということで、rllぇ ば東電 との相対交渉で請求額に対する減額についての十分な理由の

説明がなかつたとか、いろいろな要望、苦情なども出てお りますので、それ らを報告 し、東電

の側でさらに改善 していただくとい うふ うな話はされました。

さらに、避難区域の財物、これは動産でありますが、動産部分の賠償について早急に解決の

調整を進めていくということについても話 し合われました。

2つ 目の大きな課題は、自主的避難者等への賠償に関する課題 と今後の対応についてであり

ます。先般の中間指針追補で明示 された対象地域の定額賠償については、これは150万 という

膨大な対象者数でありますので、市町村などの自治体の協力を得るべく政府 としても働きかけ

を行い、年度内の賠償開始を目指 して、東電においても賠償体制の構築を急ぐということであ
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ります。

そのほかに、この定額賠償以外の実費、それから対象地域外への対応の必要性 というところ

がこもごも指摘されてお ります。これについても東電みずから必要な体制をとるとい うことと

あわせて、市町村の協力も得ながら、ADR、 原紛解決センターにおいて和解の中間仕組みの

活用を図るなどの取 り組みを進めるとい うことが話 し合われました。

そのほか、参考条文としては、仮払基金法 14条 に基づく原子力被害応急対策基金についての

紹介がございました。

それで、今後この円滑化会議は、月 1日程度定例化 しまして、さらにそのもとに実務者会議

を設けてこの賠償事務の促進に当たるとい うことが確認されたということでございます。

以上ご報告申し上げます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの 2つの報告内容につきましてご質問、ご意見等がおありの委員の方が

おありでしたらご発言をお願いいたしたいと思いますが。特にございませんですか。

論点整理の関係で基本問題委員会のほうにご出席 されてお ります田中委員、松村委員、何か

特にご発言、よろしいですか。はい、わか りました。

それでは、 2つの報告について報告をさせていただきました。

それでは、本 日予定 してお ります議事に入 りたいと思います。議事次第 として記載をしてお

ります 2「東京電力による賠償対応の追加資金援助申請について」でございます。

先ほど簡単にご説明を申し上げましたけれ ども、6,900億円弱の追加資金の援助申請が参つ

てお ります。つきましては、追加資金援助の中身、額、今後のスケジュール等につきまして、

より資料に基づいてご説明をお願いいたしたいと思います。お願いいたします。

|||で す。資料 4に基づきまして、資金援助の変更の申し込みについて

ご説明したいと思います。

昨日、東京電力から資金援助額の変更の申し込みを受けております。その理由でございます

けれども、この資料 4にありますとおり、 3つの項目で要賠償額の見通しが増加 しているとい

うことであります。

1つは自主避難に関する賠償ということで、150万人に対 して、 8万円あるいは妊婦・子ど

もは40万円ということになりますと、約2,000億円ということになります。

それから、これは指針で示されたものとは若干異なるわけですけれども、 6カ月日以降も精
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神的損害に係る賠償の単価を維持するということと東京電力はしてお りますので、そ うします

と約500億 円増加 とい うことであります。

それから、今週月曜 日に原災本部で避難指示区域の見直しに関する方針が決定されてお りま

す。これに基づきます と、避難指示区域を 3種類に区分して、最も線量の高い地域では 5年以

上、そ うでない地域であつたとしても、まず除染を進めて、線量が低下したことを確認 して帰

還するという考え方が示されてお ります。これに伴いまして賠償額が増加するとい うことなん

です。これは終期がちょつとわからないので、幾ら見積ったらいいかということが問題になる

のですけれども、少なくともこの避難指示区域の見直しの区域割 りが年 1回変更されるという

ことでございますので、単純に考えますと少なくとも来年まで帰れない、大ざつぱに考えれば

少なくともそ う見積もつて構わないだろうということで考えます と、 1年分の賠償額が追加さ

れるとい うふ うに東京電力では考えてお ります。それに基づきまして約4,300億円とい うこと

になります。

それで、三者あわせますと6,894億円、約7,000億 円の増額が必要であろうということであり

ます。

これがないと、 2に あります とお り、純資産額が約8,000億円程度とい うことになりますの

で、廃炉費用なども勘案いたしますと、過小資本状態に陥るおそれがあるので、今回の申請に

至ったというころであります。

法律上の規定についてはこの 3に記載されているとお りでございます。

今後のスケジュールでございますけれども、27日 に申請を受けてお りまして、本 日運営委員

会 とい うことでございます。

この後、特別事業計画の変更ということで運営委員会で決議を行つて、主務大臣に対 して認

定を申請するというような手続きが必要になるとい うことでございます。

ここで問題になりますのが、先ほどの議論でもありましたが、 2ページロの一番下に小さく

書いてあるところなんですけれ ども、先般 11月 4日 に特別事業計画の中で8,900億 円の額を決

定 してお りまして、既に5,587億 円を払い込んでお ります。ただ実際にはディスパースしてい

るのは1,335億 円とい うことでございまして、約4,000億円が東京電力の銀行日座に滞留 してい

るということで、そ ういう中で資金援助額を増加するということがちよつとわかりにくいとい

う問題があろうかと思います。

そこで、この点につきまして東京電力の資金援助額の変更申請では、賠償のスピー ドアップ

ヘ
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ヽ

を図るということで対策を幾つか記載 してお ります。

10ページロになりますけれ ども、10ページロの中で 「賠償の基準」として、①ですが、財物

損害とか中間指針では類型化 されていない損害について基準を検討 して、できるだけお金が流

れやすいようにしていくとい うこと。

それから②で、 「賠償の組織体制」として現在7,600人 とい うことでございますけれ ども、

これを必要に応 じて充実させていきたいという考えが示 されてお ります。

それから、12ページのところで、 「「5つのお約束」の実行状況」とい うところがございま

す。

「迅速な賠償のお支払い」の項ですが、個人からの請求については、 1日 当た り約1,000件

の確認を行つて、年末までに確認書類の滞留を解消する。これは■月までに東電に来たものに

ついては12月 中に全部事務処理をするという趣旨なんです。翌月に在庫をキャリーオーバーし

ないとい う考え方なんですけれ ども、このためには約1,000件 処理する必要があるのですけれ

ども、まだ年末まで時間があるのでまだ終わつてないのですが、多分概ね達成 されるような感

触を私どもは得てお ります。

同じように、法人・個人事業主についても、前月までに受けたものについて、次の月の うち

に処理するという考え方で今事務の処理を急いでいるということでございますけれ ども、現時

点では、この下の表にありますとお り、受付件数に対する支払件数 とい うのはごくわずかでご

ざいまして、このところが問題になり得るということかなとい うふ うに思います。

それから、同じく12ページの下で、「きめ細やかな賠償のお支払い」といつたところについ

ても、それぞれ東電内で検討が行われているとい うことであります。

それから、最後に14ページのところで、 「自主避難等に係る賠償への対応」とい うことで、

今回150万 人に及ぶとい う巨大な賠償でございますので、その実施体制を明確化する必要があ

ろうかと思つてお ります。東京電力としては 3月 を目途に賠償業務を開始するとい うことで、

この考え方は、この自主避難の賠償が12月 までの損害というふ うに審査会で観念 されてお りま

すので、そちらについては、これまでのルールに従いますと3月 から手続きを開始するとい う

のが、 3カ 月置きにしていくのですけれども、プロシージャでございますので、そ う考えると

3月 までにや らなきゃいけないとい うことで、ここはかなり急いで体制整備を図つていく必要

があるのかなというふ うに思います。

いずれにいたしましても、賠償の支払いが現時点では十分に進んでいるとは言えないことと
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か、あるいは今回の資金援助の変更の申し込みの中で記載されているところも、まだ年末まで

の状況を見極める必要があることとか、あるいは検討するとか検討中ですとか、いろいろそ う

いうのもいつぱい書いてありますので、そ ういうことを踏まえますと、この変更申請を特別事

業計画 とい うところに高めるには、当方においても東京電力側においてももう少 し努力、検討

しなきゃいけないところが残されているのかなとい うような感 じは持つてお ります。

以上でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

ご質問、ご意見あわせて承 りたいと思いますが、おありの委員の方おられますでしょうか。

いずれにしてもこの年末といいますか、年末年始をかけて今お話のあつた変更をしなければ

ならない、手当てをしなければならない緊急特別事業計画の該当部分について、東電さんのほ

うと最終的な詰めを行つて、成案を得て、それを回数的には次回の運営委員会にお諮 りをされ

るとい うイメージですか。

○‐  次国が一応今 1月 10日 で日程をいただいて「いるのですが、 そ
'れ

に間に合 うかどう

かちょつと今の時点では定かじゃございません。    .

それからもう1つは、結局最終的なデッドラインは 2月 、45日 間、決算書を出すのが 2月 14

日になりますのでtそ こまでにとにかく決めなくちゃいけないというのが、これはもう至上命

題だと思ってお りますが、さっき言つた宿題がどこまで返せるのかというのは、ちょっとすみ

ません、今の時点ではまだ見極めがついてお りません。きょう新聞にも出ていましたけれ ども、

例えば150万人の話は、住民基本台帳を東電に渡せば結構スムーズに進む面はあるのですけれ

ども、それは法律違反でございますので、そ うするとそれをオーバーアライブするためにどう

い う手続きが必要なのか、いろいろ詰めなくちゃいけないところが多い。

エネ調 も東電も含めて、相当緊密に連絡を取 り合いながら今、何 とか打開策がないかとい

うのをやつているところでございます。

ちょっとその詰まり具合でこの運営委員会で最後決定 していただくとい う日程はまた改め

てご連絡いたします。

○下河辺委員長 わかりました。それを踏まえてご意見、ご質問ございますか。どうぞ、||

今お話にでました、賠償金額の支払いの進み方についてでず。本 日午前中ワーキ

ングに参加 させていただいたところ、月次での賠償金額についてのご報告がありました。 11月

´
、

ヘ
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は160億円程度 しか賠償が進まなかったらしいのですが、 12月 は800億 円程度まで増加 したとい

う内容でした。

変更申請の12ページロの賠償金のお支払い状況のところを拝見 しますと、個人や と法人・個

人事業主への支払いと団体への支払いを見ますと、団体への方の金額が件数に対 して、当然で

はありますが、とても大きいですね。個人や法人・個人事業主をないがしろにしてとい う意味

ではもちろんないと思いますが、一方で件数のみを追つても、金額は結局のところ余 り積み上

がらないとい う実態が少 し見えるような印象を持ちました。また、先程事務局からご説明あつ

たように、機構が交付を決定 している資金の金額と実際賠償金 として東電が支払つている金額

とは大きく差が生じています。その差額については、つまり機構がまだお金を渡 していない分

については、決算時に資産の部に “未収原子力損害賠償支援機構資金交付金"と して計上され

るわけですね。こうした勘定科 目が大きな金額でいつまでも計上されています と、外部から機

構は何をしているんだろう、とい うように分析 されかねない可能性 もあるかと思 うのです。

このようにみますと、東電さんは今後賠償対応の人員を増やす とのことですが、そ うした対応

のみならず、より金額が積み上がるようなや り方も少 し考える必要があるのではないかと思つ

た次第です。そ うでなければ、いつまでたっても想定された賠償金額に到達 しないのではとい

う懸念を持ちました。今後、年末年始にかけて東電さんと方法を詰めていくとい うことででし

たが、是非具体的な議論を進めていただいきたいと思います。

○‐  これは門前仲町にセンターがあって、5,000人いて、そこに行つて個別の案件を

ちょつと拝見させていただきます と、実際請求がまだ出てない部分が相当あると。それはそも

そも今の時点で請求するのが得なのかどうかとか、まだ面倒 くさいのでしばらく待 とうとか、

そ ういうので出てきていないのが結構あります。

それから、最初のころは請求書が電話帳みたいについてきて、 1個ずつ、たばこ代、酒代、

パチンコ代 というのが入つているのを全部取つていたのです。それをやっていると 1件に何 日

かかるかわからないということで、そこは実務的に工夫 しながら練度は上がってきていると思

います。

それから、業界団体のものは、おっしゃるように出てきたものは大きな金額になるのですけ

れども、結構詰まつて出てきている団体と、全くアバウトに出てきているものがあって、アバ

ウトに出てきているものは 1個ずつ電話 して全部詰めるわけです。それで相当時間がかかる。

そもそも事業をやつているかどうか確認をするところから始めた りしていますので、全 く
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||のおつしゃるとおりなので、そこは金額も件数も、両方とも何とかやるように努力を、私

どももするし、東電にもそういうように伝えますけれども、実務的には結構難しい問題がある

というのが現場を見るとよくわか りました。

○下河辺委員長 その他ご質問、ご意見おありの方おられますか。

○‐ すみません、厳 というか、

あって、その算定の根拠がペーパーでもう

ませんか。

よろしいですか

避難指示区域の見直 しで4:300億円の増 という話が

1つ よくわからなかったので、ちょつと教えてくれ

帰れない間は、その間の精神的損害であるとか生活費の増分であるとか、

あるいは営業損害を見積もる必要があるという考え方なんです。ところがこの終期がわかれば

いいのですけれども、例えば一律 5年なら5年 ということで、 5年であれば5倍すればいいわ

けですけれども、そこがわからないということなんです。

それで、少なくとも堅めに見積もると何億円以上あるだろうかという考え方から今回、 1年

分見積もれば、 1年分を割ることはないだろうという考え方で 1年分の損害を計上していると

いうことであります。

確かに実際を言 うと、一部 4月 から帰れるかもしれないという地域もなくはないのですけれ

ども、ただそれは全体の人数で言 うとわずかでございまして、 3地域区分ごと概ね 3万人ずつ

ぐらいいるのですけれども、一番線量が低い地域で 3万人ぐらいいたとして、どの中の一部が

帰れるとしても、まあ数百人、数千人ということですので、一方で残 りの地域は 1年以上帰る

ことができないということは確実でありますので、その帰れる人の損害ということを抜きにし

ても、 1年を超える部分の損害が出ることは疑いがないだろうということで 1年分を計上して

いるということです。

そうすると、また翌年になるともう1年分、もう1年分というふ うに多分積み上がつていく

というような考え方だろうと思います。この中には除染とか、そういうアディショナルな費用

というのは入つておりません。

○下河辺委員長 よろしゅうございますか。ありがとうございました。

それでは、その他ご質問がなければ次の議題に移 りたいと思います。

3番 目、「需要サイ ドにおける戦略的ビジネス展開の提案公募について」ということで、こ

ヘ

れは報告でございます。それで
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し

し

o       llで ござぃます。よろしくお願いします。

お手元にお配 りしている資料、資料 5と 資料 5-1と いう横の紙があるかと思いますけれど

も、資料 5-1の この横のパワーポイン トの紙でご説明をさせていただければと思います。

これは先 日ご議論いただきましたアクションプランの中で議論 されてやろうとい うことにな

つた取 り組みの 1つでございます。書いてございますように 「電カデマン ドサイ ドにおける

「ビジネス・シナジー・プロポーザル」」とい うことで、一言で言えば、これから、また来年

の夏も、それからその後もそ うでしょうけれ ども、夏のピーク時にどう対応 していくかとい う

ことで、需要対策が非常に重要性が高まつているとい うことでございますけれ ども、この「目

的」の 1つ 目のポツの真ん中あたりにもありますように、これは来年発表するので昨年になっ

てお りますが、ことしの夏でやつたような、あるいは春にやった計画停電 とか使用制限とい う

一時的な需要抑制の対応 とい うのが非常に批判を受けているとい う中で、いかにお客様のイン

センティプをうまく引き出しながら需要抑制をずつとやっていくかということがということが

課題になっているかと思います。

ただ、東京電力さんの中で幾ら知恵を出していつてもなかなかいいアイデアが出てこない

ということがある中で、広くビジネスプランを募つて、提携をしながらやつていこうというこ

とで、来年の年明けに公募という形でスター トをして、来年の夏あるいはそれ以降に向けて対

応していこうということで、このねらいは大きく3つあるかと思つております。

それが「目的」の 2つ 目のポツに①、②、③と書いてありますが、 1つはやはり今までどう

しても電気事業、電力会社の基本的なスタンスとして、安定供給というのを力点に置いてこら

れたのだと思いますけれども、少 しそういう需要面の対策を強化 していく。ある種のスマー ト

な需給を目指すようなビジネスモデルに転換を図つていくということが 1点。

それから、お客様のニーズにきめ細かく対応 したサービスを多様化し、展開していくという

ことが 2点。

それから3点 日として、今回や りますような、外部の知見を生かしてイノベーションにつな

げていくという、オープンな東京電力に転換していこうという、このあたりの 3つの意味合い

があるかと思いますけれども、こういつたことで今言われております新生東電に向けた取り組

みの 1つ としてこういったことをやってはどうかということでございます。

これは当然、将来的にはピーク需要に対応する発電所に対する投資の抑制にもなっていく

ということで、経営効率化につながっていくということかと思います。
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具体的に、 2.「概要」の下のほうにございますように、ビジネスプランを募って、東京電

力だけではなくて、有識者の方、それから機構も入つて審査を行つて提携につなげていくとい

うことで、ピーク需要抑制期間として、今回平成24年から26年度までのものを対象に募集をし

ていこうと考えてお ります。

ページをめくっていただきまして、これは大体の 「スケジュール」が 4.下のほうにござい

ますけれども、 1月 6日 に募集を開始 しt同時にプレスリリースをして、 1カ 月程度の募集期

間で締め切 りまして、書面審査、ヒアリング審査を行つて、契約締結までは春に、総合計画に

間に合わないかもしれませんが、何らかの覚書の締結あたりまでは行ければということでやつ

てみようと思つております。

それから、ページをめくっていただきまして 3枚 日でございますけれども、先ほど申し上げ ヘ

ましたように有識者の方に審査に加わっていただこうということで、

いただければとい うことと、この真ん中あた りにありますように

の方は、下のほうにも書いてございますように、技術系の方で、特にスマー トグリッド、スマ

ー トメーター、そのあたりの部分で非常に高い知見を持つていらつしゃるということで、各種

委員会等でも座長などを務めていらつしゃるということで、電力会社の立場だけではなくて、

メーカーの立場も含めて、技術的な側面あるいは実行をどうしてやつていくかというというこ

とも含めて知見を持たれているということで、この方も加わっていただこうかというふ うに考

えております。

ページをめくつていただきまして最後のページになりますけれども、どういうものが想定さ

れるのかということで、これは出てみなければわかりませんけれども、ここに縦に4つ並べて

お りま す が 、 上 の 2つ が 、 HEMS/BEMSと か VPPと か 書 い て あ りま す けれ ど も 、 一 番

上のホーム・エナジー・マネジメン ト・システムあるいはビルディング・エナジー・マネジメ

ン ト・システムと言われるもの、これは需要のほうです。 ITシステムなどを利用 して調整す

ることによつてピーク時に抑えるということで、それをアグリゲー トするような事業者 さんが、

ネガワット取引、減つた分を東京電力さんにある種、売るとい うか、そ うい う形の事業者 さん

が出てき得るのかなと。

それから2つ 日のVPP、 これはバーチャル・パワー・プラン トとい うことでございますけ

れども、CGSと いうのはコジェネシステムですが、コジェネとか自家発、蓄電池等々をある

種、東京電力さんの、自社の電源であるかのように系統運用のもとにおいて供給をやつてもら

ヘ
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うということで、いずれにしてもこの真ん中の 3つ 日のところに書いてありますように、需要

あるいは供給をコントロールできるものがこの上の 2つでございます。これに対 してピークカ

ットできるメリットを東電さんがインセンティブとして対価として返す、そんなようなビジネ

スが考えられるかなと。

それから3つ 目が分散型電源の導入であつたり、住宅・ビルの省エネ投資等々でございます

けれども、これはその次のところに書いてありますように、例えばハウスメーカーさんとかビ

ル管理会社等々が、そのお客さんに対して省エネ投資とか分散型電源をする際に、あわせて東

電さんのほうでそれに合った料金メニューを提供していただくという形で提携をすることによ

つて、こういつたものの普及が広がるといつたような業務提携です。そんなようなことが考え

られるかと思います。

あと、一番下は再生可能エネルギーを導入するという、メーカーさんなどが考えられるかと

思います。

この公募自体はこれからでございますけれども、今、各種業界の方とも意見交換させていた

だいて、こういった分野については当然 ITメ ーカーさんであったりとか、ビル管理、それか

らハウスメーカー等々、エネルギー事業者さん、比較的関心の高い分野でございますので、何

らかいい形でつなげられるかというふうに考えております。

以上でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

何かご質問、ご意見、ご要望等ございますでしょうか。応募対象者は事業の遂行力を有する

法人等とぃうことですね。

そ うですね。プローポーザル、提携相手です6

○下河辺委員長 ということですね。わか りました。

何かご質問、ご意見、ご参考になるようなお話などございますでしょうか。

たくさん上がってきそうですか。

聞いている限りでは結構関心がある事業者さんが多いようなんで、出てくる

のじやないかと思います。ただ、実際に提携できるところまで行くかどうかちょつと問題で、

そコまぜひ‐ に劫 をいただければと思います。

○下河辺委員長 ほかにどのようなことでも。

○|||1 今回の企画自体は大変良い動きだと思つておりますが、一方でどのような事業規

○

　

○
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模のものが出てくるのか、少 し不安ではあります。ご提案の件数が多く、一つ一つはなるほど

というものであつても、その全てに人員を充てるとなると大丈夫なのか。先ほどの賠償に関す

る人員増強との関係 も気になります。それにカロえて、一つ疑間があります。主な募集内容のな

かで、⑦ 「ビジネスプランにおける東京電力への要求額」という部分があります。要求額の意

味もよくわからなかつたのですが、これは トータルのコス トベネフィットみたいなものなので

しょうか。確かにそ うしたものがあつた方が後で審査 しやすいのは理解できます。ただ一方で

応募者がそ うした計算ができるまでデータを持つているのかについてはよくわかりません。東

電の内部状況が外部からは見えないなかで、どのように考えたらよいのか、この点について気

になりました。

規模 とか人に関してでございますけれども、規模は、ちょつとこれは実際に ヘ

どういうものが出てくるかとい うことによりますけれども、例えば一番最初にご紹介 したネガ

ワット取引の事業者 さんなんかは、数十万から百万ぐらいの割 と大きなものをやつているよう

な事業者さんもいらつしゃいますので、それなりの規模のものも出てくる可能性はあるかなと

思います。

それから人 とい う意味では、これもちらっとアクションプランの中でご説明したかと思いま

すけれども、特に今回 1つのターゲットはいわゆる定額のお客さん、これは当然小規模で数が

多いので、逆に東電さんのほうで自力で営業をやろうとはしているのですけれ ども、やや限界

があるので、む しろこれはその部分をアウトソースするような形になるのじゃないかなという

意味では、そ うい う人の面でもプラスの効果があるのかなとい うふ うに考えております。

それからコス トベネフィット、すみません、私が説明を省いてしまいましたけれ ども、基本   ヘ

的に東電さんのメリットとしては当然負荷時の燃料費の負担、特に負荷時は、ピーク時は高い

石油になりますので、これが減るということです。それから今申し上げました営業の部門のコ

ス トがある種合理的にできる。それから長い日で見れば、当然ピーク時に必要な設備投資が減

つていくわけですから、そ うい う意味での設備投資削減効果とい うものがあるかと思いますの

で、そのあた りの、当然業者さん側は東電でどのぐらいのコス トを考えるか、メリットを考え

るかとい うのはわからぬところはあると思いますけれ ども、そこはまさに交渉 しながら実際の

フィーならフィーの水準を決めていくとい うことで、経済合理的にやっていくと考えてお りま

す。

○|||1 今後の状況について、時期をみてまたご報告を御願いできればと思います。
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もちろんそのようにさせていただきます。

その他の委員の方から何かご発言はありますでしょうか。特によろしいです

し

し

○下河辺委員長

か 。

それでは、||||のほうからもご要望がありましたけれども、ここのスケジユール表にあ

りますとおり、松の内の1月 o日 から募集開始ですか、それ以降の業界における受けとめ方、

反応、どんなインパクトがあつたのかとぃうことを含めて、て次、委員会ごとにご報告をいた

だければと思いますけれども、よろしくお願いをいたします。 |  |‐      |
それでは、1議題の最後になりますけれども、前回委員会からの積み残しといいますか、前回

委員会は時間の関係でちょつと報告を省略さしていただぃた案件でございます。
|‐ 11:■ |■ ||||‐ 111

「当運営委員会の議事録の取扱いについて」とぃうことでございまして、本日改

"●

‐■Ⅲ告

をさせていただいて確認をいただきたいと思っております。

先般、東京電力に関する経営財務調査委員会の議事録につきましては、ご報告申し上げてお

りますとおり、情報公開請求を受けまして、今月の15甲 に調査委員会の委員の先/L方

'|ヽ

最終

的にご確認をいただいた内容に基づいて、内閣官房において請求者に開示されたようでござい

ますょ

同じように、当機構の運営委員会の議事録についても、今後情報公開の対象の文書になりま

すので、請求を受けた場合の対応方針についてあらかじめご確認をしておきたいということで

ござぃます。

それでは担当 よりご説明をお願いいたします。

今委員長からご紹介がありましたとおり、東京電カタスクフォースの議事

録等につきましては、情報公開請求を受けて、先般相手方に開示 したということでございます。

今後当機構におきましても、運営委員会の議事録等について、同種の開示の請求がなされる

可能性が高いと考えております。

当機構におきましては、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律というのがござ

いまして、この対象となつておりまして、開示請求の手続きが定められており、開示をすると

いうことになっております。

その際、相手方の競争上の地位に影響がある情報であるとか個人情報であるとか、その手の

記載情報についてはマスキング、黒塗りにして処理するということになっております。

開示請求があった場合には、改めてもう一回見直して、相手方の競争上の地位に影響がある
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かどうか、あるいは個人情報であるかないかとか、そ ういつたことを吟味 した上で個別に開示

範囲を定めていくということになろうかと思います。そ ういうことでよろしくお願いいたしま

す。

○下河辺委員長 ありがとうございました。ではそのような形で進めていきたいと思います。

本 日予定してお りました議事は、報告を含めまして以上でございます。予定 してお りました

時間がまだ若干ございますけれども、何か、年内最後ということで、ここまでの運営委員会の

運営の仕方とか、席上配布させていただいてお ります資料の範囲とか、何か来年以降の運営の

あり方についてご要望なりご意見があれば、どんなことでも委員長 として承 りたいとは思つて

お りますけれ ども。

○|||1 運営のあり方 じゃなし`のだけれども、きょう1個 目の議題で賠償支払い迅速化と

いうのが重要になっているのですけれども、これは私は状況は余 りわからないのですけれども、

実際問題 としてかなり迅速化されそ うなんですか。

○|||1 少なくとも、まず個人と法人について、今までは 1日 例えば500件来て、処理 し

ているのが300件で、200件ずつ積み上がって、バックログがどんどんふえているという状況だ

ったのですが、そこは本当に人数もふや して土日も含めて相当残業もして、バ ックログは午内

に解消するというところまでは来てお ります。

ただ根本的な問題は、先ほど申し上げたように、そもそも申請が出てないところをどうする

のか。これは実はマニケティングみたいな形で、何で申請が出てないか調べようと思つたので

すが、マーケティング会社はこの賠償の話には関与 したくないと言つて皆さんがお逃げになつ

て、ちょっと今手の打ちようがなくて、とりあえず東電の相談窓口に、あるいはいろんな説明

会の窓口に来た方で出してない方がどんな要因かとい うのを東電が聞いたものは聞いてお りま

す 。

それはtやはりさつき申し上げたように、

とか、あるいは手続きが煩雑なんでもうちょ

いうのが続いているということです。

もうちょつと待てばいいことがあるのじゃないか

っと待つてから、みんなの様子を見て出したい と

それから、個人の事業者はまだ 1万件ちょつとしか出てないのですけれ ども、対象は恐らく

30万件あるのじゃないか。それで、その うちの 6割か 7割は観光の風評被害、したがってこれ

はある一定の案件が積み上がってくるとどどつと出てくる可能性がございますので、これはち

ょっと様子見とい うわけです。

ヘ

⌒
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○

　

○

やるときにどっと出るかわからないですね。

それからあとは、例えば農業とか、そういうところは、」Aを通じて出てくるも

のはある程度処理できるのですけれども、農業の個人事業者というのは、全然契約書 じゃなく

て土地の貸 し借 りでやっているので、そもそも事業実態があるのかという話から始まっている

ので、ものすごく手間がかかるようです。

○下河辺委員長 どうぞ

○|||1 今の のご発言に関連 してですが、賠償に関して毎月一体幾ら実効できた

のか、あるいは廃炉に関する費用が実際どのように支出されたのかといったキャッシュの動き

や、PLおよびバランスシー トの動きについては、やはり運営委員会でも毎月把握 していった

方がいいと思 うのです。

月末締めの数字はあるかと思いますので、そのタイミングで委員会の中でご報告いただけれ

ばと思います。

先ほど||||が ぉっしゃったょぅに、突然賠償が加速するなど、状況が急に変わることも考

えられます。ある程度のリアルタイムでのデータ把握は非常に重要と思いますので、是非よろ

しく御願い申しあげます。

○下河辺委員長 ありがとうございます。

専用日座の残高は毎 日東電のほうから報告を受けていまして、あとそれから

1週 間単位で支払つた件数と、それから金額の報告も受けてお りますので、その辺をまとめて

今後ご報告できるようにしたいと思います。

○下河辺委員長 よろしくお願いいたします。

その他何かご意見、ご要望ございますでしょうか。よろしいですか。

それでは、いつもの定例のあれになりますけれども、本 日はプレスのブリーフィングは行い

ませんが、結果概要を取 りまとめまして本 日の委員会の模様についてプレス関係に配布をいた

します。

それからなお、次回、第 9回 とい うことになりますが、議題の内容は、本 日もご説明を申し

上げました緊急特別事業計画の一部の変更の内容についてご審議いただくことにな りますけれ

ども、先ほど来の説明にもあります とお り、日程とい うものがもろもろの事情から現時点では

まだ見通すことができませんので、状況を踏まえて、松の内明け以降の日程をご連絡 させてい

ただきたいと思ってお ります。この関係については特に||||、 先ほどの説明以上のことは

し

ヽ
、、.."′
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現時点ではないですね。はい、わかりました。

それでは、2011年 、平成23年の支援機構の運営委員会は本 日で一応区切 りということになり

ます。年内いろいろと委員の先生方、また役員の皆様、ご協力ありがとうございました。よい

お年をお迎えください。 ありがとうございました。

午後 3時 04分 閉会

ヘ
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